
 

 

第２回及び第３回の予定について 
 
 
 
第２回 ●ウラン加工工場臨界事故及び損害賠償の概要 

●東京電力株式会社福島原子力発電所事故及び損害賠償の概要 
●東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力
損害の範囲の判定等に関する指針の策定について 

●原子力損害賠償法第３条第１項ただし書（免責規定）について 
●東京電力株式会社福島原子力発電所事故による損害に対する対

応について（福島県より説明） 
 
 
 
第３回 ●原子力損害賠償紛争解決センターについて 
    ●原子力損害賠償・廃炉等支援機構について 

●東京電力株式会社福島原子力発電所事故による損害に対する対

応について（オブザーバー（日本商工会議所、全国農業協同組合

中央会、全国漁業協同組合連合会、原子力損害賠償紛争解決セン

ター）より説明） 等 
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